
議 

第 

四 

号 

  
 

 
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
仙
台
市
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

  

標
記
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
百
十
二
条
及
び
仙
台
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
。 

 

平
成
十
九
年
三
月
十
四
日 

 

提 

出 

者 

 

議 

員 
 

 
 

 
佐 

 

藤 
 

 

正 
 

昭 

 

 

〃 
 

 
 

 
 

鈴

木 
 

 

勇

治 

 

 

〃 
 

 
 

 
 

渡

辺 
 

 
公

一 

  

〃 
 

 
 

 
 

笠

原 
 

 
 

 
 

哲 
 

 

 

〃 
 

 
 

 
 

福

島 
 

 

か

ず

え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

八

島 
 

 

幸

三 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

仙 

台 

市 

議 

会 

議 

長 

柳 
 

橋 
 

邦 
 

彦 
 

様 



 
 

 

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
仙
台
市
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

政

治

倫

理

の
確

立

の

た

め

の

仙

台

市

議
会

の

議

員

の
資

産

等

の

公

開

に

関

す

る

条
例
（
平
成

六
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
、
貯
金
（
普
通
貯
金
を
除
く
。
）
及
び
郵
便
貯
金
（
通
常
郵
便
貯
金
を
除
く
。
）
」

を
「
及
び
貯
金
（
普
通
貯
金
を
除
く
。
）
」
に
、
「
、
貯
金
及
び
郵
便
貯
金
」
を
「
及
び
貯
金
」
に
改
め
、
同
項

第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
証
券
取
引
法
」
を
「
金
融
商
品
取
引
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号

と
し
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項

第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
郵
便
貯
金
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
有
し
て
い

た
郵
便
貯
金
（
通
常
郵
便
貯
金
を
除
く
。
）
及
び
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
附
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
旧
郵
便
貯
金
（
通
常
郵
便

貯
金
を
除
く
。
）
は
、
預
金
と
み
な
す
。 

 
 

 
 

 

理 

由 

 

郵
便
貯
金
法
の
廃
止
及
び
証
券
取
引
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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